
◆課税内容に関する問合せ，市民税申告，減免申請等の受付
お住まいの区を担当する市税事務所市民税担当にお問い合わせください。

◆課税内容に関する問合せ，減免申請等の受付
資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税担当にお問い合わせください。

◆固定資産課税台帳閲覧・名寄帳
市税事務所固定資産税担当又は各区役所・支所の窓口（令和元年 12月末ま
では税務窓口，令和2年1月6日からは市民窓口課）にご請求ください。なお，
各窓口では，京都市全域の台帳閲覧・名寄帳発行を請求することができま
すが，課税説明は市税事務所固定資産税担当へお問合せください。

◆縦覧帳簿の縦覧（4月のみ）
資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税担当又は下記の臨時窓口
までご来庁ください。

市税事務所 で取り扱う業務

で取り扱う業務市税事務所

これまでから設置している市税の取扱窓口は以下のとおりです。

【中京区室町御池・ビル葆光】

■ 地図 ■

■ 個人市民税（普通徴収）

■ 固定資産税（土地・家屋）

【中京区烏丸御池・井門明治安田生命ビル】
5階 /税務部資産税課・市税事務所　6階 /税務部税制課

1～8階 /市税事務所

【中京区室町御池・ビル葆光】
ほうこう

ほうこう

【中京区烏丸御池・井門明治安田生命ビル 5階】

で取り扱う業務税務部

午前 8時 30分～午後 5時
※土，日，祝日及び年末年始は閉庁日です。

受付
時間

午前 8時 45分～午後 5時 30分
※土，日，祝日及び年末年始は閉庁日です。

受付
時間

（注）ビル葆光，井門明治安田生命ビルともに
　　駐車場・駐輪場はありませんので，公共交通機関でお越しください。

ビル葆光 
（市税事務所）

井門明治安田生命ビル
（市税事務所）（税務部）
井門明治安田生命ビル
（市税事務所）（税務部）

ほうこう

下記の期間は，各区役所・支所内に臨時窓口を設けます。
○6月の納税通知書発送後
　（課税内容に関する問合せ及び減免申請等を受け付けます。）
○2月，3月の市民税申告期間　（市民税申告を受け付けます。）

各区役所・支所内個人市民税臨時窓口

1階／市民税 第 1担当
中京区 tel.075-746-5819
北区・上京区 tel.075-746-5824
税証明窓口 tel.075-746-6086

fax.075-213-1071( 共通 )

3 階／市民税 第 2担当
山科区・伏見区醍醐 tel.075-746-5837
伏見区・伏見区深草 tel.075-746-5834

fax.075-213-1072( 共通 )

4 階／市民税 第 3担当
右京区 tel.075-746-5843
西京区・西京区洛西 tel.075-746-5849

fax.075-213-1073( 共通 )

4 階／市民税 第 4担当
左京区・東山区 tel.075-746-5863
下京区・南区 tel.075-746-5872

fax.075-213-1073( 共通 )

5 階／固定資産税 第 1担当
土地　tel.075-746-6431
家屋　tel.075-746-6432

北区・上京区・
左京区

fax.075-213-1227( 共通 )

6 階／固定資産税 第 2担当
土地　tel.075-746-6436
家屋　tel.075-746-6437

山科区・伏見区醍醐
伏見区・伏見区深草

fax.075-213-1228( 共通 )

7 階／固定資産税 第 3担当
土地　tel.075-746-6451
家屋　tel.075-746-6452

右京区・西京区・
西京区洛西

fax.075-213-1229( 共通 )

8 階／固定資産税 第 4担当
土地　tel.075-746-6462
家屋　tel.075-746-6463

中京区・東山区・
下京区・南区

fax.075-213-1230( 共通 )

詳しい開設日については，今後，納税通知書やチラシ等でお知らせします。

4月中は，各区役所・支所内に臨時窓口を設け，以下の内容を受け付けます。
〇課税内容に関する問合せ及び減免申請等
〇縦覧帳簿の縦覧（当該区役所・支所に所在する資産のみ）

各区役所・支所内固定資産税臨時窓口
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個人市民税（特別徴収）に関すること tel.075-213-5246
法人市民税に関すること tel.075-213-5247
事業所税・入湯税に関すること tel.075-213-5248

法人税務担当

国定資産税（償却資産）に関すること tel.075-213-5214
資産税課 償却資産担当（5階）

宿泊税に関すること tel.075-708-5016
税制課 宿泊税担当（6階）

口座振替に関すること tel.075-213-5466
市たばこ税に関すること tel.075-366-0003
納税相談に関すること ※ tel.075-213-5468

納税推進担当

※令和２年４月２０日から納税相談の窓口が分庁舎へ移転します。【第３面参照】
・個人市民税（普通徴収），固定資産税（土地・家屋）以外

＜取扱業務＞ ・減免申請　・車検用納税証明の発行
・税申告，ナンバープレート交付，廃車申告　・賦課全般

軽自動車税に関すること tel.075-213-5467
軽自動車税担当 令和2年 1月 6日から 窓口名称が軽自動車税事務所（分室）に変わります。

受付時間は午前８時３０分～午後５時となります。

【中京区烏丸御池・井門明治安田生命ビル ５階・6階】

【第 4面】




